
令和７年度山形県地域防災計画修正案の概要

１ 令和６年７月２５日からの大雨災害を踏まえた修正

２ 政府の「防災基本計画」の見直し等を踏まえた修正

３ その他の防災に係る諸施策の充実

 山形県地域防災計画は、災害対策基本法第40条に基づき、災害から県民の生命や財産を守る

ため、各種災害の予防対策、応急対策及び復旧・復興対策について、県、市町村、指定地方行

政機関及び指定地方公共機関等の防災関係機関が防災対策上とるべき総合的、基本的事項を定

めており、政府の「防災基本計画」の見直し等を踏まえ、県計画に検討を加え、必要に応じて

修正することとしている。

Ⅰ．県地域防災計画の概要 Ⅱ．計画修正の方針

Ⅲ．修正（追記）の主なポイント

（２）関連する法令の改正を踏まえた修正

①被災者支援の充実

〇在宅・車中泊避難者への福祉サービスの提供
〇広域避難時の避難元・避難先市町村間の情報連携

②活動火山対策の強化

〇「火山防災の日」を活用した防災知識の普及

（３）最近の施策の進展等を踏まえた修正

①避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援

〇自治体、保健・福祉関係者等の間で連携した状況把握の実施
〇在宅避難者、車中泊避難者に対する支援に係る拠点の設置や、
被災者支援に係る情報の提供

②岩手県大船渡市林野火災を踏まえた見直し

〇広報・啓発等を通じた林野火災の予防の強化
〇林野火災注意報、警報の創設
〇地上・空中消火の連携による消火活動、車両・資機材の整備

３ その他の防災に係る諸施策の充実

①広域防災拠点の設置

〇大規模災害発生時における応急対策活動の中核となる広域防災拠点
の設置

②県民防災デー（防災点検の日）による防災意識の向上

〇県民防災デー（防災点検の日）の設定による、防災意識の向上に資
する啓発活動の強化

③物資の備蓄、調達計画の強化

〇基本的な備蓄に関する考え方を明記

④男女共同参画の視点からの災害対応の取組強化

〇災害対策本部や防災会議への女性参画の推進

１ 令和６年７月２５日からの大雨災害を踏まえた修正

①自助の推進、地域における防災人材の育成

〇「地域における防災学習アクションガイド」を踏まえた防災学習
の推進

②防災DXの加速

〇避難所運営支援システム（防災アプリ）の導入
③被災者支援の充実

〇トイレカー等のより快適なトイレの設置への配慮
〇パーティション、段ボールベッド等の避難所開設当初からの設置

④保健医療福祉支援の体制・連携の強化

〇発災後速やかな福祉活動の充実・強化

２ 政府の「防災基本計画」の見直し等を踏まえた修正

（１）令和６年能登半島地震を踏まえた修正
①被災者支援の充実

〇トイレカー等のより快適なトイレの設置への配慮（再掲）
〇協定・届出避難所に係る情報の事前把握
〇パーティション、段ボールベッド等の避難所開設当初からの設置
（再掲）

〇避難所における生活用水の確保
②保健医療福祉支援の体制・連携の強化

〇保健医療福祉に係る支援者（JRAT、JDA-DAT等）の明確化
〇保健医療福祉活動チーム間の平時からの連携体制の構築
〇発災後速やかな福祉活動の充実・強化（再掲）

③自治体支援の明確化
〇応援職員が現地で自活できる資機材や装備品の充実
〇応援職員等の宿泊場所として活用可能な施設やスペースのリスト化

④防災DXの加速
〇新総合防災情報システム（SOBO-Web）や新物資システム（B-Plo）
の利活用促進、研修・訓練の実施

〇防災IoTシステムによる被災状況の迅速な共有
〇避難所開設時における全国共通避難所・避難場所IDの報告
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令和７年度 山形県地域防災計画の主な修正内容 

令和８年３月 山形県防災くらし安心部 

◆令和７年度の修正内容                                                      

１ 令和６年７月２５日からの大雨災害を踏まえた修正 

２ 政府の「防災基本計画」の見直し等を踏まえた修正 

 (1) 令和６年能登半島地震を踏まえた修正 

 (2) 関連する法令の改正を踏まえた修正 

 (3) 最近の施策の進展等を踏まえた修正 

 ３ その他の防災に係る諸施策の充実 

◆主な修正内容                                                      

※記述箇所の凡例 … ○震 :震災対策編 ○風 :風水害等対策編 ○津 :津波災害対策編 

１ 令和６年７月２５日からの大雨災害を踏まえた修正 

 

  

修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

①自助の推進、地域におけ 

る防災人材の育成 

自助の推進、地域における防災人材の育成を図るため、「地域における防災学習ア

クションガイド」を策定することに伴い、次の内容を追記する。 

・大規模な地震が発生した場合には、すべての応急対策について行政が対応するこ

とが困難であり、住民自らの自主防災意識と行動が重要となることから、県及び

市町村は、「地域における防災学習アクションガイド」を踏まえ、防災訓練や啓

発活動等を通して一般住民に対する防災知識の普及を図る。 

 

○震 :第２編第３章 

(7P、8P) 

○風 :第１編第２章 

(10P、11P) 

○津 :第２編第３章 

(5P、6P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

②防災 DXの加速 デジタル技術の活用により、被災者支援を迅速化・効率化するため、次の内容を追

記する。 

・市町村は、避難住民の代表者等と協力して、避難者の受付台帳を作成し、避難者

の人数及びその内訳（男女別・年齢別等）を把握する。また、避難所以外で生活

している被災者も想定されるため、これら被災者にかかる情報の把握に努める。

なお、情報の把握にあたっては、避難所運営支援システムを活用するよう努める。 

○震 :第３編第４章(41P) 

○風 :第１編第３章(27P) 

○津 :第３編第４章(45P) 

 

③被災者支援の充実 避難所における良好な生活環境の確保のため、次の内容を追記する。 

・市町村は、避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレやマン

ホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレー

ラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努める。 

・住民の避難が数日以上にわたる場合は、避難所運営にあたって、生活環境が常に

良好なものであるよう努める。そのため、避難所開設当初からプライバシー確保

のためのパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置すること、栄養

バランスの取れた安全な適温の食事を提供できるよう、炊き出しに利用できる学

校給食施設等の場所、調理器具や食料を確保することに努めること、快適なトイ

レの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等の把握に努め、

必要な対策を講じる。また、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の

頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、避難者の健康状態や避難

所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援

の実施など、必要な措置を講ずるよう努める。特に、高齢者、障がい者、病人、

乳幼児、妊産婦等の要配慮者の処遇について十分に配慮する。また、県は、市町

村を積極的に支援するとともに、必要に応じて自らが避難者の保護・救援を図る。 

 

○震 :第３編第４章(41P) 

○風 :第１編第３章(27P) 

○津 :第３編第４章(45P) 

○震 :第３編第４章(42P) 

○津 :第３編第４章(46P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

④保健医療福祉支援の体 

制・連携の強化 

保健医療福祉支援の体制・連携を強化し、福祉的支援を充実させるため、次の内容

を追記する。 

・福祉活動計画 

１ 計画の概要 

   大規模災害発生時に避難所等において、高齢者、障がい児・者、女性・妊産 

婦、こどもなどの要配慮者に対して、福祉ニーズの把握やスクリーニング、相

談対応や介護を要する者への応急的な支援等を行う福祉活動について定める。 

 

２ 福祉活動計画フロー 

   避難生活の開始 

    ↓ 

   福祉ニーズに関する状況の把握 

    ↓ 

   福祉活動（山形ＤＷＡＴの派遣等）の実施 

 

３ 県による総合調整 

   県は、必要に応じ、被災地における福祉的支援を円滑に行うための総合調 

整等に努める。 

 

４ 福祉ニーズに関する状況の把握 

   県は、市町村等から、被災地における福祉ニーズの情報収集を行う。 

また、被災地に先遣隊を派遣することにより、能動的に福祉ニーズの把握 

に努める。 

 

 

○震 :第３編第 10 章 

(52P) 

○風 :第１編第３章(28P) 

○津 :第３編第９章(56P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

５ 福祉活動の実施 

(1) チームの編成 

     県（山形県災害福祉支援ネットワーク協議会）は、被災市町村等からの

派遣要請を受け、山形県災害派遣福祉チーム（山形ＤＷＡＴ）のチームの

編成にあたって、協力団体等に対してチーム員の派遣を要請する。 

     協力団体等からの派遣可否の報告を基に、チームの編成を行う。 

(2) チームの派遣 

     編成したチームを被災地の避難所等へ派遣する。なお、必要に応じて、

活動期間を延長する。 

(3) 活動内容 

     避難所等において次の活動を行うこととする。 

ア 避難者の福祉ニーズ把握及び要配慮者のスクリーニング 

イ 要配慮者からの相談対応及び介護を要する者への応急的な支援 

ウ その他（避難所等における福祉的な課題への対応等） 

 

６ 国等への支援要請 

   県は、被災地における福祉支援体制を確保するため、必要な場合は、国（厚

生労働省）又は他の都道府県等に対し協力要請を行う。 
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２ 政府の「防災基本計画」の見直し等を踏まえた修正 

(1) 令和６年能登半島地震を踏まえた修正 

修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

①被災者支援の充実 避難所における良好な生活環境の確保のため、次の内容を追記する。 

・県及び市町村は、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付けられ

た避難所についても、あらかじめ情報を把握するとともに、在宅避難者等が発生

する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避

難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討す

るよう努める。 

・市町村及び水道事業者は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・

湧水として活用するための登録制度や、防災拠点施設・指定避難所等における公

共井戸の整備等により、代替水源の確保に努める。 

○震 :第２編第７章(10P) 

○風 :第１編第２章(14P) 

○津 :第２編第８章(9P) 

○震 :第２編第 18 章 

(21P) 

○津 :第２編第 18 章

(23P) 

 

②保健医療福祉支援の体 

制・連携の強化 

保健医療福祉支援の体制・連携を強化し、福祉的支援を充実させるため、次の内容

を追記する。 

・県は、保健医療福祉調整本部及び地域保健医療福祉調整本部を設置し、指揮系統

を確立する。それぞれの本部において、各種コーディネーター、リエゾン、ＤＨ

ＥＡＴ等が協働し被災地域の保健医療福祉に係るニーズに対応するための方策

を立案するとともに、それらの対応や種々の情報伝達が途切れないよう、人的資

源の調整を行う。医療救護の初動の中心はＤＭＡＴであるが、それらの活動と並

行して、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、日本医師会災害医療チーム

（ＪＭＡＴ）、国立大学病院、独立行政法人地域医療機能推進機構、日本災害歯

科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、日本災害リハビリテー

ション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、

民間医療機関等から派遣される医療チーム等の協力を得て、指定避難所、救護所

○震 :第３編第９章(51P) 

○津 :第３編第５章(55P) 

○震 :第３編第 14 章 

(58P) 

○津 :第３編第 13 章 

(62P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図る。 

・関係者間の連携 

県は、平時から保健医療福祉活動チームと合同での訓練や研修、会議の開催等に

より、災害時の保健医療福祉活動に係る関係者間の連携体制の構築や共通認識の醸

成に努める。 

 

③自治体支援の明確化 発災時に派遣される応援職員に対して活動するための資機材や宿泊場所を確保す

る等、広域応援・受援体制の実効性を高めるため、次の内容を追記する。 

・県、市町村及び防災関係機関は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消

防・海上保安庁・自衛隊等の部隊の展開、宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設

備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及びこれらの拠点等に係る関係機

関との情報の共有に努める。また、県及び市町村は、自ら派遣する応援職員が円

滑に活動できるよう、資機材や装備品等の整備に努める。 

県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け

入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内

全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペー

スの確保を行う。その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。ま

た、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に対

して紹介できるホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設

置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努める。 

 

○震 :第３編第１章 

(32P、33P) 

○津 :第３編第１章 

(36P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

④防災 DXの加速 デジタル技術の活用により、被災者支援を迅速化・効率化するため、次の内容を追

記する。 

・災害情報は防災情報システムや新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を

中心に収集するとともに、県からの情報伝達及び各端末保有機関の情報共有手段

としてシステムを活用する。なお、防災情報システム等の利活用や操作習熟を図

るため、平時から研修や訓練の実施に努める。 

・新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）の利活用や操作習熟を図るため、平時から研修や

訓練の実施に努める。 

・市町村及び県は、新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、施設（備蓄倉庫・物 

資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更 

新するなど、最新の状況を把握する。 

・被災地の市町村及び県出先機関を通じて被害情報を収集し、被害規模等の把握に

努める。情報の収集に当たっては、画像及び地図情報等の視覚的情報を積極的に

収集し、より実質的な被害の把握に努めるとともに、収集した画像情報について、

防災ＩｏＴシステム等を活用し、関係機関間での迅速な共有に努める。区域内の

市町村において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の報告がなされないと判

断する場合等にあっては、調査のための職員の派遣、ヘリコプター、無人航空機

等の機材や各種通信手段の効果的な活用等により、あらゆる手段を尽くして被害

情報等の把握に努める。 

・避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所 

の開設状況等とともに、指定避難所については当該避難所に付与された全国共通 

避難所・避難場所ＩＤを適切に県に報告し、県はその情報を国（内閣府等）に共 

有するよう努める。併せて、令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生 

を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策徹底や、避難所における避難者 

の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた開設・運営に努める。 

○震 :第３編第２章(39P) 

○津 :第３編第２章(43P) 

○震 :第２編第 17 章 

(19P) 

○津 :第２編第 17 章 

(20P) 

○震 :第２編第 19 章 

(23P) 

○津 :第２編第 19 章 

(25P) 

○震 :第３編第２章(39P) 

○津 :第３編第２章(43P) 

○震 :第３編第４章(41P) 

○風 :第１編第３章(27P) 

○津 :第３編第４章(45P) 
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２ 政府の「防災基本計画」の見直し等を踏まえた修正 

(2) 関連する法令の改正を踏まえた修正 

修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

①被災者支援の充実 在宅・避難者や車中泊避難者など、多様な支援ニーズに対応するため、福祉サー

ビスの提供を明記する。また、広域避難を円滑に進めるため、次の内容を追記する。 

・市町村及び県は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料

等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充、保健師等による巡回健康

相談の実施等保健医療サービスの提供等の支援を行い、被災者支援に係る情報を

支援のための拠点の利用者に対しても提供する。 

また、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行う

ためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資

の補充、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供等の支援

を行い、被災者支援に係る情報を車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対

しても提供する。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に

配慮するよう努める。 

・被災市町村は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被災住民に関する情報

の共有を確実に行う。また、受入先の市町村は、受け入れた被災住民に対し、必

要な支援情報を提供する。 

○震 :第３編第４章 

(41P、42P) 

○風 :第１編第３章(27P) 

○津 :第３編第４章 

(45P、46P) 

○震 :第３編第１章(34P) 

○津 :第３編第１章(38P) 

 

②活動火山対策の強化  火山災害における、防災知識の普及のため、次の内容を追記する。 

・市町村は、県と協力して、火山ハザードマップ、火山防災マップ等を分かりやす

く作成・配布し、研修を実施するなど、防災知識の普及に努める。さらには、県

と連携し、防災週間、火山防災の日、防災関連行事等を通じ、住民に対し、火山

ハザードマップや火山防災マップ等を用いて火山災害の危険性を周知するもの

とする。 

○風 :第２編第３章(38P) 
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２ 政府の「防災基本計画」の見直し等を踏まえた修正 

(3) 最近の施策の進展等を踏まえた修正 

修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

①避難所以外で避難生活 

を送る避難者等への支 

援 

避難所以外で避難生活を送る避難者等の環境整備のため、災害発生時における関

係者間の連携を図り、被災者支援が円滑に行われるよう、次の内容を追記する。 

 

・県及び市町村は、保健・福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じ

て実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体

間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の

利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努める。 

・県及び市町村は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合

に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを

設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努める。その際、車中

泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な

物資の備蓄に努める。 

 

○震 :第２編第７章 

(10P、11P) 

○風 :第１編第２章 

(13P、14P) 

○津 :第２編第８章 

(9P、10P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

②岩手県大船渡市林野火 

災を踏まえた見直し 

 岩手県大船渡市林野火災を踏まえ、火山予防、消火活動、装備等の充実強化のた

め次の内容を追記する。 

・県、市町村、森林管理署その他林野関係機関は、林野火災の出火原因の大半が不

用意な火の取扱いという人為的なものであることにかんがみ、山火事予防運動等

の機会やＳＮＳ等の各種媒体を活用した火の取扱いや不始末による出火の危険

性等の周知や林野火災に関する広報資料の作成・周知に努め、林野火災に対する

防火意識の高揚を図るとともに、連携して広域的かつ総合的な林野火災防止運動

を展開し、登山、観光及び保養等の森林利用者のマナー向上とその定着を図る。 

また、出火は行楽期等一定期間に集中していることから、出火危険期は火災予防

の強化期間とし、新聞、テレビ、ラジオ及びＳＮＳ等により啓発を行うとともに、

登山口や林野内の道路等にポスター、立て看板及び標識板等を設置して注意を喚

起する。 

・火災注意報の的確な発令と警戒 

市町村長は、林野火災の予防上注意を要する気象状況と認めるときは、林野火災

予防に係る注意喚起を行うとともに、林野火災注意報を的確に発令する。 

・林野火災警報の的確な発令と警戒 

市町村長は、林野火災の予防上危険な気象状況と認めるときは、林野火災警報を

的確に発令し、林野周辺における火の使用制限を行う。 

 

 

 

○風 :第２編第９章 

(47P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

・市町村又は県は、火災が大規模の場合等に、その消防力をもっては火災の鎮圧等

が困難と認めるときは、次により関係機関情報共有するとともに、早期に応援要

請を行う。また、消防防災航空隊及び自衛隊による迅速かつ効果的な空中消火を

行うため、ヘリコプター機数、給水拠点、燃料補給方法などの調整を行うととも

に、地上及び空中の消火活動の連携強化に努めるものとする。応援部隊は、水利

が限られる山間地での消火活動の実施のため、自然水利の利用や消防用水の確保

が可能な車両等を活用するとともに、人員・資機材の搬送に当たって、山間地の

悪路・隘路でも走行可能な車両を適切に活用するものとする。また、地域の実情

に精通した消防団を含む消防機関と情報共有を密にして連携の強化を図るもの

とする。 

○風 :第２編第９章(49P) 
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３ その他の防災に係る諸施策の充実 

修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

①広域防災拠点の設置 

 

大規模災害発生時における応急対策活動の中核となる広域防災拠点の設置につい

て明記し、広域応援の円滑な実施に資するため、次の内容を追記する。 

・広域防災拠点の設置 

県は、県内における大規模災害発生時に、国、自治体、関係機関等による広域応

援の円滑な実施に資するため、応急対策活動の中核的な拠点として広域防災拠点

を設置する。 

広域防災拠点の果たすべき役割と機能は次のア～エとし、近隣の施設の機能を活

用したネットワーク型の分散設置も可能とする。 

ア 応援部隊が被災地に進出するための拠点 
イ 被災地において応援部隊の指揮・宿営・燃料補給等を行う拠点 

ウ 支援物資の受入れと被災地への送り出しを行う拠点 
エ 航空機又は船舶による医療搬送や物資輸送等が可能な拠点 

県は、被災状況に応じて、あらかじめ指定した候補施設の中から適切な施設を選

定し、広域防災拠点を設置する。また、当該施設等の管理者に対し、広域防災拠

点として使用することに対する協力を求め、拠点としての機能が適切に運用され

るよう努める。 

・広域応援のための広域防災拠点の設置 

 県は、他都道府県において大規模な災害が発生し、被災都道府県への応援が必要

になった場合、円滑に広域応援活動を実施するため、山形空港及びその周辺に広

域防災拠点を設置する。 

 広域応援のための広域防災拠点の果たすべき役割と機能は次のア～エとし、県

は、必要な機能が確保されるよう努める。 

○震 :第３編第１章 

(33P) 

○津 :第３編第１章 

(36P、37P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

ア 応援部隊が被災地に進出するため一時的に集結する進出拠点 
イ 被災地で活動する応援部隊の指揮、宿営、燃料補給等を行う拠点 
ウ 支援物資の受入れと被災地への送り出しを行う拠点 
エ 航空機による医療搬送や物資輸送等が可能な拠点 

②県民防災デー（防災点検

の日）による防災意識の向

上 

県民防災デー（防災点検の日）の設定による、防災意識の向上に資する啓発活動

等を強化を図るため、次の内容を追記する。 

・県民防災デー（防災点検の日）による防災意識の向上 

 県は、毎年３月 11日を「県民防災デー（防災点検の日）」に設定し、市町村、学

校、関係機関等と連携して、防災意識の向上に資する啓発活動を展開する。 

 

○震 :第２編第３章 

(8P) 

○風 :第１編第２章 

(11P) 

○津 :第２編第３章 

(6P) 

 

③物資の備蓄、調達計画の 

強化 

避難生活に必要となる物資について、基本的な備蓄の考え方を明記し備蓄、調達

計画の強化を図るため、次の内容を追記する。 

・避難生活に必要となる食料や飲料水については、発生が予想される地震の最大 

避難者数を想定した最低必要量（３日分）に対し、県民及び未被災市町村の備蓄

により１／２、被災市町村の備蓄により１／４、県の備蓄により１／４を賄うこ

とを基本とし、不足が生じる場合は国によるプッシュ型物資支援等を活用する。

また、それ以外に避難生活において必要となる生活必需品等については、今後国

が示す備蓄すべき品目・数量等に関する方針を踏まえながら、市町村と県が連携

して確保に努める。 

○震 :第２編第 19 章 

(24P) 
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修正項目 県地域防災計画の修正内容 
対象頁 

(新旧対照表頁) 

④男女共同参画の視点か

らの災害対応の取組強化 

災害対策本部や防災会議への女性参画を推進し、男女共同参画の視点に立った取

組を進め、地域の災害対応力の向上につなげていく観点から、次の内容を追記する。 

 

・県及び市町村は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、  

男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。また、平時及び

災害時における男女共同参画担当部署及び男女共同参画センターの男女共同参

画の視点を取り入れた防災対策に係る役割について、防災担当部署と男女共同参

画担当部署が連携し明確化しておくよう努めるものとする。さらに、災害対策本

部に占める女性職員や防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組

む。 

 

○震 :第１編第１章(2P) 

○津 :第１編第１章(2P) 
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